
１ 必要な手続きの確認フロー 

  以下のフローに従い、各出店者がどのような手続きが必要か確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

２ 営業許可 

  イベント会場で、食品を取り扱う場合は、営業形態、取り扱い品目等により、次のいず

れかの営業許可が必要となります。出店者から提出された営業許可証（自動車による営業

については、積載するタンク容量を含む）と取り扱い品目が、適切かどうか、以下のフロ

ーに従い、確認して下さい。 

（１）イベント会場で調理する際に必要となる営業区分の比較 

 露店営業 臨時営業 短期営業 自動車による営業 

（キッチンカー） 

取り扱い可能

な品目数 

１品目のみ １品目以上 

許可有効期間 ５年間 同一場所で 

連続して最長

１か月 

同一場所で 

連続して最長

３か月 

５年間 

別表１ 露店営業・臨時営業・短期営業（飲食店営業）の施設基準をご確認下さい。 

出店内容 

食品の販売 

食品の試飲・試食 

（＊１） 

現場で調理をする 

ＹＥＳ ＮＯ 

営業許可（２へ） 営業届（＊２） 

図１ 必要な手続きの確認フロー 

（＊１）営業許可施設で調理・製造された食品の試飲・試食は、一口程度の量とし、 

近くに販売目的の商品を陳列する等、販売促進目的の行為と分かるように行う

こと。これに該当しない行為は、営業許可が必要となります。 

（＊２）取り扱い品目により、届出が必要な場合があります。 

詳しくは、「営業許可業種の見直し及び営業届出で制度の創設について」を 

参考にして下さい。 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/617087_2838394_misc.pdf
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/kyoka-todokede-minaoshi.html


（２）すべての営業の区分共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自動車による営業 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

イ 出店者名と営業者名が一致しているか。 

 

ウ イベントの開催日が、有効期限内か。 

 

（３）以降の該当する営業の区分について確認して下さい。 

 

ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

ア 愛知県内の保健所で発行した許可証であるか。 

 
ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

イ 積載している給水タンクの容量は適切か。 

（令和３年６月１日以降に営業許可を取得した施設（自動車）に限る） 

（それ以前に取得した営業許可については、以下の確認は不要です） 

 

ア 「（〇〇内一円）」等と付されているか。 

（ア）簡易な調理（温める、揚げる、盛り付ける等）の品目のみ取り扱う 

 

（イ）大量の水を要しない、２工程程度までの簡易な調理又は複数品目を取り扱う 

 

給排水各々80L 以上 

 
（ウ）大量の水を要する調理を行う、複数程度からなる調理を行う 

 

給排水各々200L 以上 

 

ＹＥＳ 

給排水各々40L 以上 

 

ＹＥＳ 

出店者へ確認 ＮＯ 

 ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

 ＮＯ 



（４）露店営業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 「露店営業」において簡易な調理により取り扱うことができる食品 

 

別表３ 「露店営業」における調理工程 

 

（５）臨時営業、短期営業 

 

 

 

 

 

 

その他の詳細は、別添 「自動車による営業並びに露店営業、臨時営業及び短期営業に関

する取扱要領」をご確認下さい。 

 

ア 「（〇〇内一円）」等と付されているか。 

イ 取り扱い品目が、別表２「「露店営業」において簡易な調理により取り扱うこと

ができる食品」に記載されたものか。 

 

ウ 調理工程が、別表３にあるものか。 

 

エ ２品目以上の食品の調理をしないか。 

 

オ 屋外、屋内は適切か。（令和３年６月１日以降に営業許可を取得した施設に限る） 

 

出店可能  

 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

出店者へ確認 ＮＯ 

 ＮＯ 

ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

ア 施設の所在地がイベント会場の住所か。 

出店可能  

 

ＹＥＳ 出店者へ確認 ＮＯ 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/617089_2838403_misc.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/617089_2838403_misc.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/617090_2838404_misc.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/617090_2838404_misc.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/381393.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/381393.pdf


３ 適切な営業許可証が確認取れなかった場合 

 以下の表を参考に該当する保健所に相談するよう、出店者に案内して下さい。 

表 相談先一覧 

 露店営業・ 

自動車による営業 

（キッチンカー） 

臨時営業 短期営業 

  県内事業者 県外事業者 

 

 

相談（申請）先 

出店時に使用

する器具等を

保管する市町

村を管轄する

保健所 

出店頻度が 

多いイベント

会場の市町村

を管轄する 

保健所 

 

瀬戸保健所 環境食品安全課 

食品指導グループ 

ＴＥＬ 0561-82-2198 

 

４ その他 

  以上の内容を確認いただき、主催者として、適切に管理いただきますようお願いします。 

 万が一、主催者として確認することが難しいのであれば、当所に別紙の様式を参考に、 

一覧表にまとめてイベント開催の 14 日前までに情報提供下さい。なお、情報提供は、 

任意となります。 

 

【別紙】出店者一覧（参考） 

    

 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seto-hc/food-miseitiran.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seto-hc/food-miseitiran.html

